
※

※事業所が過疎地域にある必要はありません。過疎地域の消防団員を新たに確保した事業者であれば、
　その事業所が過疎地域以外にあっても対象となります。

○全域（10 市町村）　　　  　　○一部地域（７市）

　・飛騨市　　・七宗町  　　　　・高山市･･･旧清見村、旧荘川村、旧久々野町、旧朝日村、旧高根村、旧上宝村

　・郡上市　　・八百津町  　　　・関市･･･旧洞戸村、旧板取村、旧武儀町、旧上之保村

　・下呂市　　・白川町  　　　　・中津川市･･･旧長野県山口村、旧坂下町、旧川上村、旧加子母村

　・関ケ原町　・東白川村  　　　・恵那市･･･旧山岡町、旧明智町、旧串原村、旧上矢作町

　・揖斐川町　・白川村  　　　　・山県市･･･旧美山町　　　・本巣市･･･旧根尾村　　　・海津市･･･旧平田町

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）に基づき指定されている地域過疎地域　

①在籍する消防団員※が純増した場合　　  10万円／人

②在籍する消防団員※に入替があった場合　５万円／人
※消防団員は過疎地域の消防団員に限る

消防団員雇用貢献企業報奨金制度
過疎地域の消防団員を雇用する企業への報奨金



過疎地域の消防団員であっても、活動実績がない場合は、この制度は利用できません。


